
 

 

2020 年 5 月 22 日 

日 本 銀 行 

 

「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション基本要領」の

一部改正等について 

 

日本銀行は、本日の政策委員会・金融政策決定会合において、新型コロ

ナウイルス感染症拡大に対応する観点から、企業等の資金繰りをさらに支

援するため、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせし

ます。 

記 

１．「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション基本要

領」（令和２年３月１６日決定）を別紙１のとおり一部改正すること。 

２．「系統中央機関の会員である金融機関による新型コロナウイルス感染

症対応金融支援特別オペレーションの利用に関する特則」（令和２年４

月２７日決定）を別紙２のとおり一部改正すること。 

３．「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」（平成２５年

４月４日決定）を別紙３のとおり一部改正すること。 

 

以  上 

 

＜本件照会先＞ 

企 画 局  矢野・土川（03-3277-2877） 

  



 

 

別紙１ 

 

「新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペレーション基本要領」中

一部改正 

 

○ １．を横線のとおり改める。 

１．趣旨 

この基本要領は、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動へ

の影響を踏まえ、適切な金融調節の実施を通じて、民間部門における金

融面の円滑確保に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点

から、時限的な措置として、金融支援特別オペレーション（適格担保を

担保として、共通担保として差入れられている民間債務の担保価額およ

び新型コロナウイルス感染症対応として行われている中小企業等への融

資残高の合計額の範囲内で資金供給を行う公開市場操作としての貸付け

をいう。）を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。 

 

○ ８．を横線のとおり改める。 

８．貸付先ごとの貸付限度額 

貸付先ごとの貸付限度額は、次の（１）および（２）の合計額とする。

ただし、貸付実行時点における当該貸付先が差入れている共通担保の担

保余裕額相当額を超えることはできない。 

（１）貸付先ごとの貸付限度額は、各貸付先が貸付実行時点で共通担保

として差入れている社債、短期社債、保証付短期外債、資産担保債

券、資産担保短期債券、不動産投資法人債、短期不動産投資法人債、

企業が振出す手形、不動産投資法人が振出す手形、コマーシャル・

ペーパー、企業を債務者とする電子記録債権、不動産投資法人を債

務者とする電子記録債権、企業に対する証書貸付債権（米ドル建て



 

 

のものを含む。）、不動産投資法人に対する証書貸付債権および住

宅ローン債権信託受益権の担保価額相当額の合計額とする。ただし、

貸付実行時点における当該貸付先が差入れている共通担保の担保

余裕額相当額を超えることはできない。 

（２）各貸付先が別に定める時点で新型コロナウイルス感染症対応とし

て行っている中小企業等への融資の残高に相当する金額のうち、次

のイ．およびロ．に掲げるものの合計額 

  イ．政府が予算上の措置を講じた信用保証協会による保証または

利子減免にかかる制度を利用して行っている融資の残高に相当

する金額 

  ロ．イ．の融資に融資条件の面で準じる融資の残高に相当する金

額（ただし、1,000 億円を上限とする。） 

 

○ ９．を横線のとおり改める。 

９．貸付受付期間 

   令和２３年９３月３０３１日までとする。 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

 （附則） 

この基本要領は、本日から実施し、令和２３年９３月３０３１日をもっ

て廃止する。ただし、同日以前の日を貸付日とする貸付けの取扱いにつ

いては、なお従前の例による。 

 

（附則） 



 

 

９．および附則にかかる一部改正は本日から実施し、それ以外にかかる

一部改正は総裁が別に定める日から実施する。 

 



 

 

別紙２ 

 

「系統中央機関の会員である金融機関による新型コロナウイルス感染症対応

金融支援特別オペレーションの利用に関する特則」中一部改正 

 

○ １．を横線のとおり改める。 

 １．系統中央機関は、予め、この特則に基づき、系統中央機関より貸付け

を受けることを希望する会員金融機関に、次の（１）または（２）を求

める。 

（１）各系統中央機関が適格と認めた、基本要領８．（１）に記載され

た債務等の民間債務（以下「適格民間債務」という。）を、の担保

として差入れさせる。 

（２）基本要領８．（２）に定める融資の残高の報告 

 

○ ２．を横線のとおり改める。 

 ２．基本要領８．の規定にかかわらず、この特則に基づく貸付けを受ける

場合の各系統中央機関の貸付限度額は、基本要領８．に定める担保価額

相当額の合計額に、１．により会員金融機関が当該系統中央機関に差入

れた適格民間債務の額面価額の５０％相当額次の（１）および（２）の

合計額を加えた金額とする。ただし、貸付実行時点における当該系統中

央機関が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはでき

ない。 

（１）１．（１）により会員金融機関が当該系統中央機関に差入れた適

格民間債務の額面価額の５０％相当額 

（２）１．（２）により会員金融機関が当該系統中央機関に報告した、

基本要領８．（２）イ．に定める融資の残高に相当する金額および

基本要領８．（２）ロ．に定める融資の残高に相当する金額（ただ



 

 

し、会員金融機関あたりの上限額は 1,000 億円とする。）の合計額 

 

○ ３．を横線のとおり改める。 

３．各系統中央機関は、１．により適格民間債務を差入れた（１）または

（２）を行った会員金融機関に対して、その適格民間債務の額面価額の

５０％相当額当該会員金融機関にかかる２．（１）および（２）の合計

額の範囲内で希望する金額に応じて、本特則に基づき貸付けを受けた資

金を原資として貸付けを行う。この場合、貸付期間、貸付利率等につい

ては、本行から受けた貸付けと同等の条件によるものとする。 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

 （附則） 

本措置は、総裁が別に定める日から実施し、令和２３年９３月３０３

１日をもって廃止する。 

 

（附則） 

附則にかかる一部改正は本日から実施し、それ以外にかかる一部改正は

総裁が別に定める日から実施する。 

  



 

 

別紙３ 

 

「コマーシャル・ペーパーおよび社債等買入基本要領」中一部改正 

 

○ 附則２．から４．までを横線のとおり改める。 
２．社債等の買入対象は、令和２３年９３月３０３１日までの間、基本要

領４．（６）および（７）の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりと

する。 

 （１） 

     略（不変） 

（２） 

 

３．一発行体当りの買入残高の上限は、令和２３年９３月３０３１日まで

の間、基本要領５．の規定にかかわらず、ＣＰ等については 5,000 億円、

社債等については 3,000 億円とする。ただし、買入れの時点において、

買入残高が買入毎に本行が別に定める時点における一発行体の総発行残

高に占める割合が、ＣＰ等については５割、社債等については３割を超

えているものは、買入対象から除外する。 

 

４．一発行体当りの買入残高の上限は、ＣＰ等については令和２３年１０

４月１日から令和３４年９３月３０３１日までの間、社債等については

令和２３年１０４月１日から令和７８年９３月３０３１日までの間、金

融調節の円滑な遂行の観点から必要と認める場合には、基本要領５．の

規定にかかわらず、３．本文またはただし書きに規定する水準から基本

要領５．本文またはただし書きに規定する水準までの範囲内において決

定し得るものとする。 

 



 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 

 


